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第５章 計画の進行管理 

 

１ 計画の推進 

○本計画を推進するためには、県民、事業者、市町及び県などが、それぞれの責

任と役割を認識し、相互に連携、協力のもとに一体となって取り組んでいくこ

とが必要です。 

○県では、循環型社会の形成に向けた取組が推進されるよう、ホームページやＳ

ＮＳ、広報誌等を活用するなど周知に努めるとともに、関係機関と協力、連携

を図っていきます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

○本計画の推進のため、毎年度、計画目標や指標の達成状況を確認し、「Plan（計

画）→Do（計画の実行）→Check（確認・評価）→Act（見直し）」のいわゆるＰ

ＤＣＡサイクルで、取組を進めます。 

○なお、本計画で定めた施策や目標の進捗状況については、静岡県環境審議会及

び連絡会議に毎年度報告し、その評価を踏まえ、その後の施策に反映させてい

きます。 
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【取組指標一覧】 

基本 
方針 

具体的取組 指標 
R2 
実績 

R8 年度 
目標値 

目標値の設定根拠 

基
本
方
針
１ 

 

３
Ｒ
の
推
進 

(1)廃棄物
の発生抑
制・再使用
の推進 
 
 

県ホームページ等で
の静岡県海洋プラス
チックごみ防止「６Ｒ
県民運動」等の情報発
信件数（延べ数／年） 

 

46 件/年 
 

 

100 件/年 
 

 
毎週約２回の情報発信を
目指す。 
 

産業廃棄物排出量 
10,004 千 t 

(R1) 
10,004 千 t 

令和元年度の排出量の維
持を目指す。 

建設廃棄物全体のリ
サイクル率 

96.4％ 

(H30) 
98％ 

国土交通省における建設
リサイクル推進計画 2020
における R6 達成基準値を
目指す。 

リサイクル認定製品
累計認定数 

92 件 121 件 
毎年５品目の認定製品の
増加を目指す。 

下水汚泥リサイクル
率（維持目標） 

99.3％ 95％以上 

全量リサイクルを継続実
施するため維持管理指標
として設定する。（静岡県
生活排水処理長期計画） 

浄水発生土の有効活
用率（維持目標） 

100％ 100％ 

浄水発生土を中間処理又
は有価処理(販売)し、
100 ％ 有 効 利 用 す る 。
（100％の維持を目指す。） 

(2)プラス
チック対策
の推進 

静岡県海洋プラスチ
ックごみ防止「６Ｒ県
民運動」に係る清掃活
動への延べ参加者数 

18 万人 
毎年度 
50 万人 

「６Ｒ県民運動」基本方針
で設定している目標の達
成を目指す。 

静岡県海洋プラスチ
ックごみ防止「６Ｒ県
民運動」賛同団体数 

 372 団体 480 団体 
「６Ｒ県民運動」の趣旨に
賛同する団体の毎年度
５％の増加を目指す。 

基
本
方
針
２ 

 

廃
棄
物
適
正
処
理
の
推
進 

(1)事業者
指導の強
化と優良
事業者の
育成 

優良産廃処理業者認
定取得業者数 

219 
事業者 

320 
事業者 

認定事業者増による適正
処理推進を目指す。 

市町や事業者に対す
る研修会やセミナー
等の開催回数 

15 回 15 回 
最低実施回数として設定
する。 

電子マニフェスト普
及率 

68.5％ 74.4％ 
毎年１％の普及率増を目
指す。 
(R1 全国普及率 63％) 

(2)不法投
棄対策の
推進 

県内一斉不法投棄防止統

一パトロールの延べ参加

者数 

293 人 700 人 
官民の連携による県内の
“監視の目”増強に取り組
む。 

本庁及び出先機関に
よる巡回・監視回数 

延 585 回
(日) 

延 700 回
(日) 

産業廃棄物の不適正処理
の監視強化を目指す。 
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(3)災害廃
棄物の適
正処理の
推進 

災害廃棄物処理対応
力向上に資する訓練
の年間実施回数 

５回 ５回以上 
災害廃棄物処理の実効性
を高めるため年間５回以
上の実施を目指す。 

(4)廃棄物
処理体制
の充実 

一般廃棄物の広域処
理体制構築に取り組
む地域数 

１地域 ３地域 
賀茂地域、東部地域、志太
榛原地域を推進地域とし
て取り組む。 

基
本
方
針
３ 

サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
向
け
た
基
盤
づ
く
り 

(1)新たな
プラスチ
ック戦略
の推進 

環境保全活動を実践
している若者世代の
割合 

69.6％ 78％ 
計画最終年度に、2021 年
度実績の 77.4％を超す
78％の達成を目指す。 

プラスチックに係る
資源循環の促進等に
関する法律に基づき、
プラスチック使用製
品廃棄物の分別収集
のための基準を策定
し、当該基準に従って
適正な分別排出を促
進するために必要な
措置を講じた市町数 

０市町 35 市町 

全市町でプラスチック資
源循環法に基づく分別の
取組を実施することを目
指す。 

(2)食品ロ
ス対策の
推進 

食品ロス削減キャン
ペーン協力店舗数 

705 店 

（R3.5） 
755 店 

累計で新規 50 店の増加を
目指す。 

食品ロスという言葉

の意味を知っている

県民の割合 
96.6％ 96％以上 

食品ロスの認知度の維

持・向上を目指す。 

(3)循環産
業の振興
支援 

《再掲》 
リサイクル認定製品
累計認定数 

92 件 121 件 
毎年５品目の認定製品の
増加を目指す。 

有機農業の取組面積 418ha 
620ha 

(R7) 

直近 10 年の平均伸び率を
基準として、毎年６％以上
の増加を目指す。 

(4)住民へ
の啓発、関
係機関と
の連携強
化 

サーキュラーエコノ
ミーにつながる啓発
講座の参加者数 

－ 
毎年度 
4,500 人 

県が実施する啓発講座の
累積参加者数の増加を目
指す。 
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資料 

◎一般廃棄物の排出量及び処理経費 

  図表 39 令和元年度の一般廃棄物の排出量及び処理経費 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

◎本県の一般廃棄物総排出量の内訳 

図表 40 一般廃棄物排出量の内訳の推移      単位：千ｔ 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R1-H26 

可燃ごみ 
1,022  1,018  1,006  997  999  999  -23  
100  99.6  98.4  97.6  97.7  97.7  -2.3  

資源ごみ 
176  172  162  158  157  152  -24  
100  97.7  92.0  89.8  89.2  86.4  -13.6  

不燃ごみ 
28  26  25  25  27  26  -2  
100  92.9  89.3  89.3  96.4  92.9  -7.1  

粗大ごみ 
18  17  18  18  20  22  4  
100  94.4  100  100  111.1  122.2  22.2  

その他 
4  3  4  2  3  2  -2  

100  75.0  100  50.0  75.0  50.0  -50.0  

合計 
1,248  1,237  1,215  1,200  1,205  1,202  -46  
100  99.1  97.4  96.2  96.6  96.3  -3.7 

上段：排出量 下段：平成 26 年度を 100 とした指数 
四捨五入のため合計値が合わないことがある。 
（出典：「日本の廃棄物処理」（各年度版、環境省）のデータを加工） 

 

 

◎本県の一般廃棄物再生利用量の内訳 

図表 41 一般廃棄物再生利用量の内訳の推移  単位：千ｔ 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R1-H26 

紙 
79  72  67  62  59  56 -23 
100  91.1  84.8  78.5  74.7  70.9 -29.1 

金属類 
27  28  26  25  27  28  1  
100  103.7  96.3  92.6  100  103.7  3.7  

プラスチック 
25  24  23  23  24  23 -2  
100  96.0  92.0  92.0  96.0  92.0  -8.0  

ガラス 
25  24  23  23  23  22  -3  
100  96.0  92.0  92.0  92.0  88.0  -12.0  

ペットボトル 
5  5  5  5  5  5  0  

100  100  100  100  100  100  0.0  

布類 
3  3  3  3  3  4  1  

100  100  100  100  100  133.3  33.3  

その他 
90  81  79  75  80  81  -9  
100  90.0  87.8  83.3  88.9  90.0  -10.0  

合計 
254  238  227  218  222  219  -35  
100  93.7  89.4  85.8  87.4  86.2  -13.8  

上段：排出量 下段：平成 26 年度を 100 とした指数 
四捨五入のため合計値が合わないことがある。 
（出典：「日本の廃棄物処理」（各年度版、環境省）のデータを加工） 

 

 

 

 


